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〈処方要件確認時の画面〉

定期確認票の提出時は「遵守状況確認票」及び
「定期確認票」の記載を確認し、操作してください。

●（様式 27）
　レブメイト定期確認票

●（様式 20～22）
　RevMate遵守状況確認票
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変更前 変更後

【ハンディ端末画面変更日】　2016年11月14日

RevMate®（レブラミド®・ポマリスト®適正管理手順）
ハンディ端末の画面変更のお知らせ

謹啓

平素よりRevMateの運用にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
現在、「定期確認票」を患者さんより受領した際には、「遵守状況確認票」にあわせて処方要件を
ご確認いただいております。
今般、「定期確認票」の内容をデータ通信によってRevMateセンターで把握することを目的に、
下記のよう、ハンディ端末画面の一部を変更させていただくことになりました。
引き続き、RevMateの適切な運用に向けて努力を重ねる所存でございます。
今後とも、ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

●11月13日以降のデータ通信実施後に、順次画面が変更になります。
●定期確認票の回答内容から、処方要件を満たさないと考えられる場合には、速やかにRevMateセンターまでご連絡
　いただくようお願い申し上げます。 
●詳しくは「ハンディ端末操作ガイド（2016年11月版）」をご覧ください。
　お手元にない場合は、担当MR、又はRevMateセンターまでご請求ください。


